
 

う。以下同じ。）及び指定障害児相談支援事業者（児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項第１

号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同

じ。）の事業所の単位において、１月につき100回を限

度とする。 

５ 法第76条の３第１項の規定に基づく情報公表対象サー

ビス等情報に係る報告を行っていない場合には、所定単

位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数から減

算する。 

（新設） 

６ 指定基準第28条の２第１項に規定する基準を満たして

いない場合は、所定単位数の100分の１に相当する単位

数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

７ 指定基準第36条の２各号に規定する基準を満たしてい

ない場合は、所定単位数の100分の１に相当する単位数

を所定単位数から減算する。 

（新設） 

１の２～７ （略） １の２～７ （略） 

第２ 地域定着支援 第２ 地域定着支援 

１ 地域定着支援サービス費 

イ 体制確保費                  315単位 

ロ 緊急時支援費 

⑴ 緊急時支援費(Ⅰ)               734単位 

⑵ 緊急時支援費(Ⅱ)               98単位 

注１～４ （略） 

１ 地域定着支援サービス費 

イ 体制確保費                  306単位 

ロ 緊急時支援費 

⑴ 緊急時支援費(Ⅰ)               712単位 

⑵ 緊急時支援費(Ⅱ)               95単位 

注１～４ （略） 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定地域定着支援事業所に

おいて、指定地域定着支援を行った場合に、地域生活支

援拠点等機能強化加算として、所定単位数に500単位を

加算する。ただし、拠点コーディネーター１人につき、

当該指定地域定着支援事業所並びに当該指定地域定着支

援事業所と相互に連携して運営される指定自立生活援助

（新設） 



 

事業者、指定地域移行支援事業者、指定特定相談支援事

業者及び指定障害児相談支援事業者の事業所の単位にお

いて、１月につき100回を限度とする。 

６ 法第76条の３第１項の規定に基づく情報公表対象サー

ビス等情報に係る報告を行っていない場合には、所定単

位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数から減

算する。 

（新設） 

７ 指定基準第45条において準用する指定基準第28条の２

第１項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単

位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減

算する。 

（新設） 

８ 指定基準第45条において準用する指定基準第36条の２

各号に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位

数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算

する。 

（新設） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 


